
【 健康づくり・生きがいづくりをサポート 〕
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65歳以上の方が本事業の登録団体で健康づくり
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シルバーポイント・・

畳秀;~鐘j事鰻j (いきいパ:I!J アポイン}事業澗l…ーイント
 a 


ている介護施設、児童施設、障害者

す。貯まったポイントは、奨励金と交換できます。

などの活動をした場合に、ポイン卜が貯まりま

(児)施設などでボランティア活動

をした場合などに、ポイン卜が貯

さいたま市健康マイレージで

健康づくりを始めませんか??� 

20歳以上の方が歩くことによってポイントを獲得 醒圏� 
まります。貯まっ

たポイントは、奨励 |必ぷゐ.・し、ポイントに応じて景品の抽選応募や長寿応援ポイント事業のポイン 金や「シルバー元
.計lI:Jl1守� 

60歳以上の方が本事業に登録し

守・・噌.・:.-.-，，
卜に交換することができる「さいたま市健康マイレージJを実施してい 気応援券jと交換
ます。申込み方法などは下記の事務局までお問い合せください。 又は福祉団体など
健康マイレージ運営事務局� :n0570・001・404(平日午前9時~午後5時)

に寄附できます。� 
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アクティブチケット� ~ [ シルバーカード� ‘ 

入浴や囲碁などを楽市民保養施設などの

公共施設等を無料 しめるシニアふれあ

又は割引料金で利用 いセンターが無料で

利用できるほか、シルできるアクティブチ

ケットを交付してい バ一元気応援シヨツ

ます(1年度につき12枚)。

対象・次のいすれかに該当する方

砂市内に住民登録がある75歳以上の方

惨シル)'¥一ポイント事業のポイント交換

を行った方

砂65歳以上で、一般介護予防事業(ます

ます元気教室、すこやか運動教室等)

に参加した方� 

プで、割引等の特典を受けることができます。シ

ルバーカードは、� 65歳になる月lこ、介護保険被保

険者証に同封して郵送しています。� 

協賛ステッカーやポスターが

応援ショ ップの目印です。応

援ショ ップは、市ホームペー

ジでもご覧になれます。

|シルバ一元気応援ショ ップ| 検 察

食事業の詳細l志裏面へ
⑥ さいたま市
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. 利用の流れ� | 長寿応揖ポイント事業 目いきいきボランティアポイント事業


( アクティブチケット� 

告区高齢介護課へ申請

対象者:さいたま市にお住まいの� 65歳
以上の方

登録すると、長寿応援手帳が交付されます。� 

*活動団体の登録も各区高齢介護課ヘ申請� 
(1団体5名以上で登録可)

-長寿応援ポイント事業に申請して指定

を受けた登録団体の活動

(例)ラジオ体操、グラウンド・ゴルフ、ウォ キング、
囲碁、手芸、コ ラス等

登録団体をお探しの方は下記問合せ先、又は

ホームページをご確認ください。

|長寿応援ポイン ト事業

[詳細]

・手帳を持参し、長寿応援活動に参加

・活動に参加すると、1日1ポイント付与

・1ポイント20円換算

・高齢介護課窓口で申請やポイント交換すると� 
5ポイン ト付与� 

*郵送や代理申請の場合は、ポイントは付与されません0

・年間の上限は250ポイント� (5，000円)� 

告区高齢介護課へ申請

対象者:さいたま市にお住まいの60歳
以上の方

登録すると、いきいきボランティア手帳が交付

されます。� 

-介護施設、児童施設、障害者(児)施設等•
での活動

・

・

高齢者等に対する宅配食事サービス

長寿応提ポイント事業の登録団体での活動
(団体の代表及びスタッフ)

・傾聴ボランティア

ボランティア施設をお探しの方は下記問合せ

先、又はホームページをご確認ください。

|いきいきボランティアポイント韓� 11検 索

[詳細]

・手帳を持参し、いきいきボランティア活動を
実施

・30分以上1時間30分未満で1ポイント。� 
1時間30分以上で2ポイン ト付与。� 1日の上
限2ポイン ト(複数の施設等で活動した場合
も合わせて2ポイン トが上限)

・1ポイン 卜あたり� 100円換算

・年間の上限は50ポイン ト(5，000円)� 

~ 

-告区高齢介護課へ手帳を ・各区高齢介護課へ手帳を添えて申請� 

添えて申請 .奨励金に交換� 

奨励金に交換できます。 .福祉団体等への寄付

・シルJ¥一元気応援券� (6，000円相当*)のいす

れかを選ぶことができます。� 

*50ポイントを� 1度に交換する場合のみ選択可。
応援券取扱庖舗は、交付時に 覧をお渡しします。

‘l※※交付された己本人のみが使用できます。

下記の一覧は、平成29年4月1日現在のご案内です。

西 区� ft 620-2667 FAX 620-2768 桜 区� ft 856-6177 FAX 856-6271 
:l~ 区� ft 669-6067 FAX 669-6167 浦和区�  ft 829-6152 FAX 824-5069 
大宮区�  ft 646-3067 FAX 657-1201 南 区� ft 844-7177 FAX 844-7277 
見沼区�  ft 681-6067 FAX 681-6160 緑 区� ft 712-1177 FAX 712-1270 
中央区 合� 840-6067 FAX 840-6167 岩槻区 合� 790-0168 FAX 790-0267 
さいたま市役所高齢福祉課� ft 829-1260 FAX 829-1981 

この印刷物は80.000部作成し、l音11当たりの印刷経質は311jです。


